
【社会福祉法人尚徳福祉会子どもの人権に関する考え方】 

保育士たちは以下のような事に気を付けながら保育を行っています。 

●「子どもが何を求めているか」知ろうとする。 

●子どもの権利について職員全体で確認し、十分配慮する。 

●子どもや保護者の気持ちを傷つけるような職員の言動・保育放棄・虐
待・無視・差別等を禁止する職員行動規範等を定めている。 

●むやみに制止や禁止をする、子どもの言葉や身振りなどを無視する、
呼び捨てやあだ名での声かけ、不必要な大きな声、否定的な対応など
をしない。 

●職員は、一人ひとりの子どもの行動や欲求に、わかりやすい言葉で穏
やかに語りかけ、共感的に関わる。 

●一人ひとりの生活習慣や環境、文化の違いを知り、それを認め合う心
を育てる様に努めている。 

●おむつ交換やトイレ、着替え、水遊びの際は、全裸で子どもを放置す
ることがない様に配慮し、他者の視線を遮る工夫をする。 

 

 

 

日ごとに秋を感じる日が多くなってきましたね。園庭では子どもたちがおもいきり体を動か

して遊ぶ時間が増えてきました。これから益々過ごしやすくなり、散歩に行く事ができる日も増

えてくると思います。安全に配慮しながらみんなで歩く楽しさを感じたり、公園等で新しい発見

をしたりできる様に保育を工夫していきたいと思います。 

 

【 】

【園長のひとり言】 

 124 名の子どもたちが通っている保育園は、小さな子どもたちの社会です。一人では出来ない事も保育園だから経

験出来る事もあります。小さな子どもの社会の中でも、喧嘩が発生し、自分の思いをしっかり相手に伝える場面が見ら

れます。年齢によって伝え方は変わりますが、月が経つごとに変化が見られ成長しているなと実感させられる事もあり

ます。幼児クラスになってくると、本気に喧嘩をしている場面に遭遇する事もあります。悔しくて涙を流す子、自分の

意見を曲げたくない子など様々です。喧嘩の仲裁は行いますが、あまり大人の意見を入れることも良くないと考え、見

守る場面もあります。そして、さっきまでの喧嘩は何だった？と言いたくなるくらいの笑顔で遊ぶ姿が・・・。子ども

って大きな喧嘩をしてもすぐに仲直り出来ていいな！と感じさせられます。そのような時期に相手の気もちや喧嘩を

したときの様々な気持ちを経験し、大きくなり、相手の気持ちが分かる子どもたちに成長して欲しいと思います。 

【11 月の予定】  

11/4(月)文化の日振替休日で休園 

11/5(火)きりん組個人面談開始 

11/11(月)～ 

  11/15(金) 保育参加ウィーク 

11/11(月)お楽しみ会リハーサル(幼児) 

11/13(水)11 月生まれの誕生会 

11/16(土)福祉祭り(ぞう組参加) 

11/20(火)内科健診 

11/23(土)勤労感謝の日で休園 

11/27(水)お楽しみ会リハーサル(２歳児以上) 

11/29(金)きりん組遠足 

11/30(土)お楽しみ会(かなちホール) 

     火災避難訓練(日時未定) 
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園長  

                 【芋ほり遠足楽しみました】 

 10 月 18 日(金)4 歳.5 歳児クラスは芋ほり遠足へ行ってきました。昨年は雨の中の芋ほりでしたが、今年は青空の下、大

きな芋を掘ることが出来、おやつでチップスを食べたり、全園児に芋を配ったりすることが出来ました。また幼児クラスでは、

紅イモを使ったスウィートポテト作りを楽しみました。「スウィートポテト出来たよ」と持ってきてくれましたが、通常の 5

倍くらいある大きなスウィートポテトにびっくり！見た時は「焼き芋？」と思いましたが、食べると甘くておいしいスウィー

トポテトでした。 


